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衆
議
院
議
員
緑
川
貴
士
君
提
出
往
診
・
訪
問
診
療
の
距
離
制
限
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
緑
川
貴
士
君
提
出
往
診
・
訪
問
診
療
の
距
離
制
限
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
距
離
の
意
味
と
、
制
度
の
経
緯
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
尋
ね
に
つ
い

て
は
、
効
率
的
な
医
療
提
供
の
観
点
、
緊
急
時
の
対
応
、
地
域
に
お
け
る
他
の
施
設
と
の
連
携
な
ど
に
よ
る
適
切
な
医
療
の

提
供
等
の
観
点
か
ら
、
保
険
医
療
機
関
の
所
在
地
と
患
家
の
所
在
地
と
の
間
の
距
離
を
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
と
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
令
和
元
年
七
月
五
日
内
閣
衆
質
一
九
八
第
二
九
〇
号
）
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
お

答
え
し
た
と
お
り
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
一
律
」
に
「
距
離
を
制
限
」
し
て
い
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
場
合
が
「
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
」
（
平
成
三
十
年
三
月

五
日
付
け
保
医
発
○
三
○
五
第
一
号
厚
生
労
働
省
保
険
局
医
療
課
長
及
び
歯
科
医
療
管
理
官
連
名
通
知
。
以
下
「
留
意
事
項

通
知
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
「
患
家
の
求
め
る
診
療
に
専
門
的
に
対
応
で
き
る
保
険
医
療
機
関
が
存
在
し
な
い
場
合
」
に



 

２ 

 

該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
事
例
に
則
し
て
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
が
、
留
意
事
項
通
知
に
お
い
て
は
、
歯
科
訪
問
診
療
料
に
つ
い
て
、
「
患
家
付
近
に
他
の
歯
科
医
師
が
い
な
い
、

い
て
も
専
門
外
で
あ
る
、
旅
行
中
で
不
在
で
あ
る
等
や
む
を
得
な
い
」
理
由
の
あ
る
場
合
に
は
、
保
険
医
療
機
関
の
所
在
地

と
患
家
の
所
在
地
と
の
間
の
距
離
が
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
で
も
算
定
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。 


